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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ズーム式のレンズ鏡筒であって、
　ズーム動作に伴って光軸に沿って移動する移動部材と、
　光学素子を保持した状態で、前記移動部材に対して支持軸を介して回動可能に支持され
、沈胴状態で前記光軸から退避する方向に回動し、撮影状態で前記光軸に向けて回動して
前記光学素子を前記光軸に配置する保持部材と、
　前記保持部材の前記支持軸を介して前記移動部材に支持される部分を前記光軸の方向に
付勢して前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸の方向の位置を規制する第１の位
置規制手段と、
　前記撮影状態において、凹凸係合構造により、前記移動部材に対する前記保持部材の前
記光軸の方向の位置を規制する第２の位置規制手段と、を備え、
　前記凹凸係合構造の凸形状は、前記光軸と直交する方向に付勢力を有するピン形状であ
り、
　前記凸形状は、前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸と直交する方向の位置を
規制する機能を有することを特徴とするレンズ鏡筒。
【請求項２】
　前記第２の位置規制手段は、前記光軸を間に挟んで前記第１の位置規制手段と対向する
位置に配置される、ことを特徴とする請求項１に記載のレンズ鏡筒。
【請求項３】
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　前記凹凸係合構造の凸形状は、前記移動部材に設けられ、前記凹凸係合構造の凹形状は
、前記保持部材に設けられる、ことを特徴とする請求項１又は２に記載のレンズ鏡筒。
【請求項４】
　ズーム動作に伴って光軸に沿って移動する移動部材と、
　光学素子を保持し、沈胴状態で前記光軸から退避し、撮影状態で前記光学素子を前記光
軸に配置する保持部材と、
　前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸の方向の位置を規制する第１の位置規制
手段と、
　前記第１の位置規制手段に対して前記光軸を挟んで対向して設けられ、前記撮影状態に
おいて、凹凸係合構造により、前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸の方向の位
置を規制する第２の位置規制手段と、を備え、
　前記凹凸係合構造の凸形状は、前記光軸と直交する方向に付勢力を有するピン形状であ
り、
　前記凸形状は、前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸と直交する方向の位置を
規制する機能を有することを特徴とするレンズ鏡筒。 
【請求項５】
　ズーム式のレンズ鏡筒を備える撮像装置であって、
　前記レンズ鏡筒として、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のレンズ鏡筒を備えるこ
とを特徴とする撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばデジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置に搭載されるズ
ーム式のレンズ鏡筒、及びズーム式のレンズ鏡筒を備える撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮像装置に搭載されるズーム式のレンズ鏡
筒として、撮影時には光軸上に配置され、非撮影時には光軸と直交する方向に退避する退
避レンズを備えるものがある。
【０００３】
　この種のレンズ鏡筒では、退避レンズの姿勢のばらつきを抑えるため、退避レンズを保
持する保持部材の嵌合穴部と嵌合穴部に嵌合される支持軸との光軸方向の嵌合長を長く設
定している。しかし、保持部材の嵌合穴部と支持軸との光軸方向の嵌合長を長くすると、
レンズ鏡筒ひいては撮像装置の大型化を招く原因になる。
【０００４】
　そこで、前記嵌合長を長く設定することによるレンズ鏡筒の大型化を避けるため、保持
部材をバネにより光軸方向に付勢する際、バネの付勢力が作用する力点から保持部材の倒
れの支点までの距離を遠ざける技術が提案されている（特許文献１）。
【０００５】
　この提案では、小さなバネでも重力により保持部材が傾かない付勢力を確保できるよう
にして、退避レンズの姿勢のばらつきを抑えるとともに、バネの小型化を可能にしてレン
ズ鏡筒の大型化を回避している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－７８５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記特許文献１では、バネの付勢力が作用する力点から保持部材の倒れの支点
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までの距離を遠ざけるために、カムやラック等の部品が必要となり、レンズ鏡筒の構造が
複雑化するとともに、部品点数が増えてコスト高になる。
【０００８】
　そこで、本発明は、レンズ鏡筒の小型化、構造の簡略化及び低コスト化を図りつつ、退
避光学素子の姿勢のばらつきを抑制して光学性能を高める仕組みを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明は、ズーム式のレンズ鏡筒であって、ズーム動作に
伴って光軸に沿って移動する移動部材と、光学素子を保持した状態で、前記移動部材に対
して支持軸を介して回動可能に支持され、沈胴状態で前記光軸から退避する方向に回動し
、撮影状態で前記光軸に向けて回動して前記光学素子を前記光軸に配置する保持部材と、
前記保持部材の前記支持軸を介して前記移動部材に支持される部分を前記光軸の方向に付
勢して前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸の方向の位置を規制する第１の位置
規制手段と、前記撮影状態において、凹凸係合構造により、前記移動部材に対する前記保
持部材の前記光軸の方向の位置を規制する第２の位置規制手段と、を備え、前記凹凸係合
構造の凸形状は、前記光軸と直交する方向に付勢力を有するピン形状であり、前記凸形状
は、前記移動部材に対する前記保持部材の前記光軸と直交する方向の位置を規制する機能
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、レンズ鏡筒の小型化、構造の簡略化及び低コスト化を図りつつ、退避
光学素子の姿勢のばらつきを抑制して光学性能を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態であるズーム式のレンズ鏡筒を正面側（被写体側）から
見た外観斜視図である。
【図２】（ａ）は図１に示すレンズ鏡筒が沈胴位置にあるときの断面図、（ｂ）は図１に
示すレンズ鏡筒が撮影位置にあるときの断面図である。
【図３】図１に示すレンズ鏡筒の分解斜視図である。
【図４】２群ユニットの分解斜視図である。
【図５】（ａ）は２群ユニットの断面図、（ｂ）は（ａ）の要部を拡大した概略断面図で
ある。
【図６】（ａ）は非撮影状態での２群ユニットの斜視図、（ｂ）は撮影状態での２群ユニ
ットの斜視図である。
【図７】２群保持枠の側面図である。
【図８】（ａ）は撮影位置における２群ユニットと固定地板との関係を示す図、（ｂ）は
（ａ）の右側面図である。
【図９】（ａ）は２群保持枠の退避途中における２群ユニットと固定地板との関係を示す
図、（ｂ）は（ａ）の右側面図である。
【図１０】（ａ）は非撮影位置における２群ユニットと固定地板との関係を示す図、（ｂ
）は（ａ）の右側面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態であるレンズ鏡筒における２群ユニットの断面図であ
る。
【図１２】（ａ）は２群保持枠の側面図、（ｂ）は２群地板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
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　図１は、本発明の第１の実施形態であるズーム式のレンズ鏡筒を正面側（被写体側）か
ら見た外観斜視図である。図２（ａ）は図１に示すレンズ鏡筒が沈胴位置にあるときの断
面図、図２（ｂ）は図１に示すレンズ鏡筒が撮影位置にあるときの断面図である。図３は
、図１に示すレンズ鏡筒の分解斜視図である。なお、本実施形態では、デジタルカメラ等
の撮像装置に搭載されるズーム式のレンズ鏡筒を例に採るが、これに限定されない。
【００１４】
　本実施形態のレンズ鏡筒は、図１乃至図３に示すように、１群レンズＬ１、２群レンズ
Ｌ２、３群レンズＬ３ａ，Ｌ３ｂ、４群レンズＬ４ａ，Ｌ４ｂ，Ｌ４ｃ、５群レンズＬ５
、及び６群レンズＬ６から構成される６群の撮影光学系を有する。３群レンズＬ３ａは、
光軸Ａ方向に入射した光束を光軸Ａと交差（図２では略９０°で交差）する光軸Ｂの方向
に導く屈曲光学系としてのプリズムで構成される。
【００１５】
　１群保持枠１１は、１群レンズＬ１を保持し、１群鏡筒１２に固定される。１群鏡筒１
２の像面側の端部外周部には、カムピン１２ａ及びカムピン１２ｂがそれぞれ周方向に所
定の間隔で３カ所ずつ（合計６カ所）突設されている。カムピン１２ａは、カム筒８の内
周部に形成されたカム溝８ａに係合し、カムピン１２ｂは、カム筒８の内周部に形成され
たカム溝８ｂに若干の隙間を有して係合する。
【００１６】
　また、１群鏡筒１２の内周部には、直進キー（不図示）が周方向に所定の間隔で３カ所
形成され、直進キーは、直進筒７の外周部に形成された直進溝７ａに係合する。
【００１７】
　図４は、２群ユニット２の分解斜視図である。図５（ａ）は２群ユニット２の断面図、
図５（ｂ）は図５（ａ）の要部を拡大した概略断面図である。図６（ａ）は非撮影状態で
の２群ユニット２の斜視図、図６（ｂ）は撮影状態での２群ユニット２の斜視図である。
【００１８】
　図４乃至図６に示すように、２群保持枠２１は、２群レンズＬ２を保持し、２群地板２
２に固定される。かかる固定の際には、図５に示すように、２群保持枠２１の外周側に設
けられたスリーブ２１ａが２群地板２２の開口部２２ｂに挿入されて支持軸２４により軸
支されることで、２群保持枠２１が２群地板２２に回動可能に支持される。ここで、２群
レンズＬ２は、本発明の光学素子の一例に相当する。また、２群地板２２は、本発明の移
動部材の一例に相当し、２群保持枠２１は、本発明の保持部材の一例に相当する。
【００１９】
　２群保持枠２１のスリーブ２１ａに取り付けられた圧縮バネ２３のコイル部２３ｃは、
２群地板２２の開口部２２ｂ、即ち、２群保持枠２１の支持軸２４を介して２群地板２２
に支持される部分を図５（ａ）の矢印Ｃ方向（光軸Ａ方向）に付勢する。
【００２０】
　この付勢により、２群保持枠２１と２群地板２２との光軸Ａ方向のガタが吸収され、２
群保持枠２１が光軸Ａ方向に位置規制される。ここで、圧縮バネ２３は、本発明の第１の
位置規制手段の一例に相当する。
【００２１】
　圧縮バネ２３は、本実施形態では、図４に示すように、トーションバネで構成され、圧
縮バネ２３の２本の腕部２３ａ，２３ｂは、それぞれ２群保持枠２１の不図示のフックと
２群地板２２の不図示の穴部に掛けられている。これにより、２群保持枠２１に対して、
圧縮バネ２３のトーションバネの機能により、図６（ａ）の矢印Ｄに示す、光軸Ａと直交
する回転方向の力が加わり、２群保持枠２１は、図６（ｂ）に示す撮影位置に向けて回動
する。
【００２２】
　そして、２群保持枠２１が図６（ｂ）に示す光軸Ａ上の撮影位置に回動した際に、２群
保持枠２１に形成された回転規制面２１ｃが２群地板２２の回転規制面２２ｃと当接する
。これにより、２群保持枠２１は、回動が規制されて撮影位置に保持される。
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【００２３】
　また、２群保持枠２１のスリーブ２１ａの近傍には、退避駆動部２１ｂが形成され、退
避駆動部２１ｂは、非撮影時（レンズ鏡筒の沈胴時）に、固定地板１０に形成された退避
駆動部１０ａ（図８乃至１０参照）に当接する。これにより、２群保持枠２１は、図６（
ｂ）の矢印Ｅ方向へ回動して図６（ａ）に示す非撮影位置に配置される。
【００２４】
　以上のように、２群保持枠２１に保持された２群レンズＬ２の中心は、レンズ鏡筒のズ
ーム動作の際に、撮影状態では、光軸Ａ上に配置され、非撮影状態（沈胴状態）では、光
軸Ａと直交する方向に退避した位置に配置される。
【００２５】
　図３に戻って、２群地板２２の外周部には、カムピン２２ａが周方向に所定の間隔で３
カ所突設され、カムピン２２ａは、カム筒８の内周部に形成されたカム溝８ｃに係合する
。また、２群地板２２には、カムピン２２ａと同一箇所に直進キー２２ｈが形成され、直
進キー２２ｈは、直進筒７に形成された直進溝７ｂに係合する。
【００２６】
　直進筒７の像面側の端部外周部には、突部７ｃが周方向に所定の間隔で複数設けられ、
突部７ｃは、カム筒８の像面側の端部内周面に形成された溝部（不図示）に係合する。カ
ム筒８は、直進筒７に対して回転可能に支持され、直進筒７と一体で光軸Ａ方向に移動す
る。また、カム筒８の像面側の端部外周部には、カムピン８ｅが周方向に所定の間隔で３
カ所形成され、カムピン８ｅは、固定筒９の内周部に形成されたカム溝９ａに係合する。
【００２７】
　直進筒７は、１群鏡筒１２、及び２群地板２２の回転を規制した状態で支持する。また
、直進筒７の像面側の端部外周部には、直進キー７ｄが周方向に所定の間隔で４カ所設け
られ、直進キー７ｄは、固定筒９の内周部に形成された直進溝９ｂに係合する。
【００２８】
　ＤＣモータ１４は、ギヤ列１５とともにカム筒８を回転駆動する駆動装置を構成し、ギ
ヤ列１５の出力ギヤは、カム筒８の像面側の端部外周部に形成されたギヤ部（不図示）に
噛合する。これにより、駆動装置の出力がギヤ列１５を介してカム筒８に伝達されてカム
筒８が回転駆動される。
【００２９】
　そして、駆動装置の出力によりギヤ列１５を介してカム筒８が回転駆動されると、カム
筒８は、カム筒８のカムピン８ｅと固定筒９のカム溝９ａとの作用により、回転しながら
光軸Ａ方向に移動する。
【００３０】
　また、１群鏡筒１２は、１群鏡筒１２のカムピン１２ａとカム筒８のカム溝８ａとの作
用、１群鏡筒１２の直進キー（不図示）と直進筒７の直進溝７ａとの作用により、回転が
規制された状態で光軸Ａ方向に移動する。
【００３１】
　２群地板２２は、カムピン２２ａとカム筒８のカム溝８ｃとの作用、２群地板２２の直
進キー２２ｈと直進筒７の直進溝７ｂとの作用により、回転が規制された状態で光軸Ａ方
向に移動する。
【００３２】
　３群保持枠３１は、図２に示すように、３群レンズＬ３ａ，Ｌ３ｂを保持する。３群保
持枠３１に形成された軸穴部（不図示）は、係合軸３３を介して３群地板３２に形成され
た軸穴部（不図示）と同軸上に保持される。３群保持枠３１は、３群地板３２に対し係合
軸３３を中心として略４５°の範囲で回転可能に支持されている。
【００３３】
　そして、撮影時には、３群保持枠３１は、３群レンズＬ３ａが２群レンズＬ２の像面側
で光軸Ａ方向に入射した光束を光軸Ａと直交する光軸Ｂの方向に導く位置（撮影位置）に
配置されるように不図示のトーションバネにより付勢される（図２（ｂ）参照）。
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【００３４】
　また、非撮影時には、３群保持枠３１が直進筒７により回転させられることで、撮影時
に対して、図２（ｂ）の右回り方向に略４５°回転した状態で光軸Ｂに沿って像面側に移
動し、退避した２群レンズＬ２の径方向外側のスペースに収納される（図２（ａ）参照）
。
【００３５】
　４群ユニット４は、シャッターＩＳユニットで構成され、４群レンズＬ４ａ，Ｌ４ｂ，
Ｌ４ｃを保持する。４群ユニット４は、光軸Ｂに平行な不図示の支持軸に係合することに
よって、光軸Ｂ方向に移動可能に支持される。
【００３６】
　５群保持枠５は、５群レンズＬ５を保持する。５群保持枠５は、光軸Ｂに平行な不図示
の支持軸に係合することによって、光軸Ｂ方向に移動可能に支持される。
【００３７】
　６群保持枠６は、６群レンズＬ６を保持する。６群保持枠６は、光軸Ｂに平行な不図示
の支持軸に係合することによって、光軸Ｂ方向に移動可能に支持される。
【００３８】
　また、撮像素子Ｓ及び光学フィルタＦは、固定地板１０に保持される。固定地板１０に
は、固定筒９とカバー１６が不図示のビスにより固定される。
【００３９】
　本実施形態のレンズ鏡筒では、沈胴動作時は、まず、６群保持枠６が光軸Ｂに沿って像
面側に移動し、次に４群ユニット４が５群保持枠５を像面側に押し込みながら光軸Ｂに沿
って移動する。
【００４０】
　そして、カム筒８の回転により、１群鏡筒１２、２群地板２２、直進筒７、及びカム筒
８が光軸Ａに沿って繰り込まれる。直進筒７の繰り込み動作に伴って、３群保持枠３１が
回転を始め、４５°回転した状態（図２（ａ）の状態）で収納される。
【００４１】
　撮影時は逆に、１群鏡筒１２、２群保持枠２１、直進筒７、及びカム筒８が光軸Ａに沿
って被写体側に繰り出し、これに伴い、３群保持枠３１が逆方向に４５°回転して図２（
ｂ）の状態となる。また、４群ユニット４、５群保持枠５、及び６群保持枠６が光軸Ｂに
沿って所定位置に移動する。
【００４２】
　次に、図５乃至図１０を参照して、２群ユニット２の動作について詳細に説明する。
【００４３】
　図７は、２群保持枠２１の側面図である。図８（ａ）は撮影位置における２群ユニット
２と固定地板１０との関係を示す図、図８（ｂ）は図８（ａ）の右側面図である。図９（
ａ）は２群保持枠２１の退避途中における２群ユニット２と固定地板１０との関係を示す
図、図９（ｂ）は図９（ａ）の右側面図である。図１０（ａ）は非撮影位置における２群
ユニット２と固定地板１０との関係を示す図、図１０（ｂ）は図１０（ａ）の右側面図で
ある。
【００４４】
　まず、２群ユニット２の２群保持枠２１の撮影位置から非撮影位置への回動動作につい
て説明する。２群保持枠２１は、図８に示す撮影位置から図１０に示す非撮影位置へ回動
するとき、カム筒８に追従して光軸Ａ方向に繰り込んでいく。その際、図９に示すように
、２群保持枠２１の退避駆動部２１ｂの斜面部２１ｇが固定地板１０の退避駆動部１０ａ
に設けられた斜面部１０ｂに押圧される。
【００４５】
　この押圧により、２群保持枠２１は、支持軸２４を中心として圧縮バネ２３の腕部２３
ａ，２３ｂをチャージしながら、図６（ｂ）の矢印Ｅ方向に回動し、これにより、２群保
持枠２１に保持された２群レンズＬ２が光軸Ａから退避する。
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【００４６】
　そして、２群保持枠２１の退避駆動部２１ｂに形成された回転規制面２１ｆが固定地板
１０の退避駆動部１０ａに形成された回転規制面１０ｃに当接することによって２群保持
枠２１の回動が規制される（図１０（ａ）参照）。
【００４７】
　また、固定地板１０の退避駆動部１０ａに設けられた斜面部１０ｂに２群保持枠２１の
退避駆動部２１ｂの斜面部２１ｇが当接する際、２群保持枠２１は、圧縮バネ２３のコイ
ル部２３ｃにより光軸Ａ方向に付勢されている。この付勢力により、図５に示す支持軸２
４と２群地板２２の開口部２２ｂとの光軸Ａ方向の嵌合ガタが吸収され、２群保持枠２１
に倒れが発生するのが防止される。
【００４８】
　次に、２群ユニット２の２群保持枠２１が図１０に示す非撮影位置から図８に示す撮影
位置へ回動するとき、２群保持枠２１は、カム筒８に追従して光軸Ａ方向に沿って繰り出
される。
【００４９】
　２群保持枠２１が光軸Ａ方向に繰り出されると、２群保持枠２１の退避駆動部２１ｂに
形成された回転規制面２１ｆが固定地板１０の退避駆動部１０ａに形成された回転規制面
１０ｃから離れて、２群保持枠２１の回動規制が解除される。
【００５０】
　その際、２群保持枠２１には、圧縮バネ２３の腕部２３ａ，２３ｂがチャージされてい
た事による支持軸２４を中心とした図６（ａ）の矢印Ｄ方向の付勢力が作用する。これに
より、２群保持枠２１が図６の矢印Ｄ方向に回動して２群レンズＬ２の中心が光軸Ａ上に
配置される。このとき、２群保持枠２１は、回転規制面２１ｃが２群地板２２の回転規制
面２２ｃに当接して位置決めされる。
【００５１】
　ここで、２群保持枠２１には、図５に示すように、２群地板２２の開口部２２ｂを図５
（ａ）の矢印Ｃ方向（光軸Ａ方向）に付勢する圧縮バネ２３に対して光軸Ａを間に挟んで
略対向する位置に係合溝２１ｅが設けられている。また、２群地板２２には、係合溝２１
ｅに対応する位置に係合溝２１ｅに係脱可能な係合ピン２２ｄが設けられている。
【００５２】
　そして、非撮影位置から撮影位置へ２群保持枠２１が回動する際、レンズ鏡筒の繰り出
し途中で係合溝２１ｅが係合ピン２２ｄに係合する。係合溝２１ｅが係合ピン２２ｄに係
合した位置から撮影位置を含むそれ以降の繰り出し位置において、該係合状態が維持され
る。これにより、２群保持枠２１の２群地板２２に対する光軸Ａの方向の位置規制がなさ
れる。
【００５３】
　また、２群保持枠２１の係合溝２１ｅは、径方向外側（係合ピン２２ｄ側）に広がる断
面テーパ形状をなしており、繰り出し中、２群保持枠２１が光軸Ａ方向に対して多少倒れ
ていても、２群地板２２の係合ピン２２ｄに案内されて係合するようになっている。
【００５４】
　更に、２群地板２２の係合ピン２２ｄは、バネ性を有している。そのため、係合ピン２
２ｄは、係合溝２１ｅとの係合により２群保持枠２１を光軸Ａと直交する方向に付勢して
同方向の位置規制も行っている。ここで、係合ピン２２ｄ及び係合溝２１ｅは、本発明の
第２の位置規制手段の一例に相当する。また、係合溝２１ｅは、本発明の凹凸係合構造の
凹形状の一例に相当し、係合ピン２２ｄは、本発明の凹凸係合構造の凸形状の一例に相当
する。なお、２群保持枠２１に係合ピンを設け、２群地板２２に係合溝を設けるようにし
てもよい。
【００５５】
　以上説明したように、本実施形態では、撮影状態において、光軸Ａを間に挟んで互いに
略対向して配置された、圧縮バネ２３のコイル部２３ｃによる付勢力と、係合溝２１ｅと
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係合ピン２２ｄとの係合とにより、２群保持枠２１を光軸Ａ方向に位置規制している。
【００５６】
　これにより、２群保持枠２１のスリーブ２１ａと支持軸２４との嵌合長が短くても、係
合溝２１ｅと係合ピン２２ｄとの係合により２群保持枠２１を光軸Ａ方向に位置規制する
ことで、２群レンズＬ２の姿勢のばらつきを抑制することができる。この結果、レンズ鏡
筒ひいてはデジタルカメラの小型化を図りつつ、２群レンズＬ２の姿勢のばらつきの抑制
効果により光学性能を高めることができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、従来必要であったカムやラック等の部品が不要となるため、レ
ンズ鏡筒の構造が簡略化するとともに、部品点数の削減によりレンズ鏡筒の低コスト化を
図ることができる。
【００５８】
　更に、本実施形態では、デジタルカメラ等の落下等でレンズ鏡筒に衝撃力が加わった際
にも、２つの光軸Ａ方向の位置規制部が衝撃力を受け止めて２群レンズＬ２のズレを防ぐ
ことで、光学精度を落とさない撮影が可能となる。
【００５９】
　（第２の実施形態）
　次に、図１１及び図１２を参照して、本発明の第２の実施形態であるレンズ鏡筒につい
て説明する。
【００６０】
　図１１は、２群ユニット２の断面図である。図１２（ａ）は２群保持枠２１の側面図、
図１２（ｂ）は２群地板２２の断面図である。なお、本実施形態では、上記第１の実施形
態に対して重複又は相当する部分については、各図に同一符号を付して説明する。
【００６１】
　本実施形態では、図１１に示すように、２群保持枠２１には、２群地板２２の開口部２
２ｂを矢印Ｃ方向（光軸Ａ方向）に付勢する圧縮バネ２３に対して光軸Ａを間に挟んで略
対向する位置に規制面２１ｈ，２１ｉが光軸Ａ方向に間隔をあけて設けられている。
【００６２】
　また、２群地板２２には、２群保持枠２１の規制面２１ｈ，２１ｉに対して光軸Ａ方向
に対向する位置に、規制面２２ｆ，２２ｇが設けられている。
【００６３】
　そして、撮影位置において、２群保持枠２１及び２群地板２２にそれぞれ設けられた被
写体側の規制面２１ｈ，２２ｆ同士と像面側の規制面２１ｉ，２２ｇ同士が光軸Ａ方向に
近接して対向配置される。これにより、２群地板２２に対して２群保持枠２１が光軸Ａ方
向に位置規制される。
【００６４】
　また、２群保持枠２１の規制面２１ｈの先端には、図１２（ａ）に示すように、テーパ
面２１ｊが形成されている。このテーパ面２１ｊによって、２群保持枠２１の撮影位置へ
の回動動作時に、２群保持枠２１の規制面２１ｈ，２１ｉが２群地板２２の規制面２２ｆ
，２２ｇの間に入りやすいようになっている。
【００６５】
　更に、図１２に示すように、２群保持枠２１の規制面２１ｈ，２１ｉと２群地板２２の
規制面２２ｆ，２２ｇは、光軸Ａ方向から見て互いに重ならないように配置されている。
規制面同士が光軸Ａ方向に重ならないことで、成形の際、型にスライド型を用いる必要が
なくなり、係合溝２１ｅと係合ピン２２ｄによる光軸Ａ方向の位置規制を行う場合と比較
して、型の簡略化を図ることが可能となる。
【００６６】
　本実施形態では、被写体側の規制面２１ｈ，２２ｆ同士と像面側の規制面２１ｉ，２２
ｇ同士を光軸Ａ方向に近接して対向配置した場合を例示したが、被写体側の規制面２１ｈ
，２２ｆ同士と像面側の規制面２１ｉ，２２ｇ同士が互いに嵌合するようにしてもよい。
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その他の構成、及び作用効果は、上記第１の実施形態と同様である。
【００６７】
　なお、本発明の構成は、上記各実施形態に例示したものに限定されるものではなく、材
質、形状、寸法、形態、数、配置箇所等は、本発明の要旨を逸脱しない範囲において適宜
変更可能である。
【００６８】
　例えば、撮影状態で２群保持枠２１の光軸Ａ方向の位置を規制する手段の凹凸係合構造
の凸形状をピン形状に代えて嵌め込み式のボール形状に変更した構成や、規制面に代えて
バネの付勢力による光軸Ａ方向の位置規制など、特に限定されない。
【符号の説明】
【００６９】
２１　　２群保持枠
２１ｅ　係合溝
２１ｈ，２１ｉ　規制面
２２　２群地板
２２ｄ　係合ピン
２２ｆ，２２ｇ　規制面
２３　圧縮バネ
２４　支持軸
Ｌ２　２群レンズ
Ａ　光軸

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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